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令和元年 10 月 17 日 

 

障がい児支援事業所 様  

 

 

 

   大阪府国民健康保険団体連合会  

 

 

令和元年 11月審査分（10月サービス提供分）から 

の障害児給付費等明細書等の変更点について 

 

 

標記について、令和元年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、就学前障害

児の発達支援の無償化が実施されます。 

つきましては、令和元年 11月審査分（10 月サービス提供分）から、無償化対

象児童の請求省令様式等の一部変更に伴い、明細書等の記載例について、別添

（記載例）のとおり変更となりますので、請求誤りが無いようご留意いただき

ますようよろしくお願いします。 

 なお、詳細な内容については、厚生労働省のホームページをご確認ください。 

 

 

【厚生労働省ホームページについて】 

ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 福祉・介護> 障害者福祉> 障害者

自立支援給付支払等システム関係資料> 障害者自立支援給付支払等システム関

係資料> 説明会等資料 - (1) > 令和元年９月 30日 実施 

 

 

URL 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077042_00002.html 

 

 

 

【担当】介護保険課障がい福祉係 

 TEL：06-6949-5436 
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本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」の事業所が使用する様式。

障害児通所給付費・入所給付費等明細書の記載における変更点

請求明細書（様式第二）については、一事業所（事業所番号単位）の支
給決定障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

【サービス提供年月が令和元年10月以降の場合】

「利用者負担額②」欄には、対象のサービス種類コード及び障害児支援受給者台帳
（基本情報）の無償化対象区分に応じて、以下の額を記載する。

（1）サービス種類コードが「61：児童発達支援」、「62：医療型児童発達支援」、
「64：保育所等訪問支援」、「65：居宅訪問型児童発達支援」、
「71：福祉型障害児入所施設」、または「72：医療型障害児入所施設」の場合

①無償化対象（無償化対象区分が「2：対象」）の場合
0円 ・・・無償化後の額

②無償化対象でない場合
従来の記載方法からの変更なし。

（2）サービス種類コードが「63：放課後等デイサービス」の場合
従来の記載方法からの変更なし。

【サービス提供年月が令和元年9月以前の場合】

従来の記載方法からの変更なし。

「利用者負担上限月額①」欄には、所得区分に応じた利用者負担上限月額を
記載する。
※従来の記載方法からの変更なし。

「利用者負担上限月額①」に係る注釈の追加。

厚生労働省資料　抜粋



本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「８」の事業所が使用する様式。

特例障害児通所給付費等明細書の記載における変更点

請求明細書（様式第五）については、一事業所（事業所番号単位）の支
給決定障害者等一人につき、一月に一件作成する 。

【サービス提供年月が令和元年10月以降の場合】

「利用者負担額②」欄には、対象のサービス種類コード及び障害児支援受給者台帳
（基本情報）の無償化対象区分に応じて、以下の額を記載する。

（1）サービス種類コードが「61：児童発達支援」の場合

①無償化対象（無償化対象区分が「2：対象」）の場合
0円 ・・・無償化後の額

②無償化対象でない場合
従来の記載方法からの変更なし。

（2）サービス種類コードが「63：放課後等デイサービス」の場合
従来の記載方法からの変更なし。

【サービス提供年月が令和元年9月以前の場合】

従来の記載方法からの変更なし。

「利用者負担上限月額①」欄には、所得区分に応じた利用者負担上限月額を
記載する。
※従来の記載方法からの変更なし。

「利用者負担上限月額①」に係る注釈の追加。

厚生労働省資料　抜粋



障害児給付費等明細書の「利用者負担額②」の記載例

受給者が無償化対象児童の場合
【前提条件】
・サービスの提供内容 ：児童発達支援（無償化対象サービス）
・利用者負担上限額管理 ：無し

【利用者負担額②の求め方】

① 無償化後の額を求める。

受給者が無償化対象児童の場合、

無償化後の額 ＝ 0円 となる。

② 無償化後の額を 「利用者負担額②」欄に記載する。

例の場合、

利用者負担額② ＝ 0円 となる。

【利用者負担上限月額①】

① 所得区分に応じた利用者負担上限月額を

「利用者負担上限月額①」欄に記載する。

※従来の記載方法からの変更なし。

例の場合、

37,200円 となる。

厚生労働省資料　抜粋



記載例




